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観光研究所だより
立教大学観光研究所ニューズレター

Vol.● 2022

宿泊業界に欠けていることと
大学に期待すること

18

2006年からホスピタリティ・マネジメント講座にご登壇いただいている株式会社ブレイン
ピックス代表取締役沢柳知彦氏にお話を伺いました。コロナ禍をきっかけに日本でも顕在化
したホテル経営の“世界の潮流”について、求められる新しい仕組みづくりや人材スキルなど
最新の経営観点から変化に対応する学び方のヒントをお聞きしました。
� （取材日：2022年3月1日）

●

�聞き手：庄司　貴行（観光研究所副所長）

［インタビュー］

株式会社ブレインピックス 代表取締役
立教大学観光学部 特任教授

沢柳　知彦�氏
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庄司：沢柳先生には、本学ビジネスデザイン研究科
の特任教授として、5年間お務めいただきました。そ
して今年4月からは観光学部で特任教授をお願いする
ことになります。この5年間、日本のホテルを取り巻く
状況は、大きく変わったと思います。
沢柳：5年前の2017年には、訪日客数は右肩上がりで
数が増えると誰もが思っていたし、政府目標も2020
年4,000万人、2030年6,000万人と、頭数勝負でした。
　一方、世の中で何が起きていたかというと、ラグ
ジュアリーホテル開発は少なく、主にビジネスホテル
が増えてきていました。なぜ放っておくとビジネスホ 
テルばかりができるのかというところに日本の産業構
造の問題があります。ビジネスホテルは、アパホテル
のように所有直営でやっているところもありますが、
賃貸借契約でオペレーターが借り上げて、とにかく
オーナーさんが箱さえ建ててくれればうちが賃料を払
うので、あとは全部やりますという形も多いのです。
オーナーにとっては管理が楽なので、オペレーターが
借り上げて賃料を払ってくれるビジネスホテルが増え
ました。
　それが今回のコロナで大きく経営環境が変わって
しまい、約束された固定賃料が払われないという問
題に直面しました。オーナー側はホテルビジネスのこ

とをよくわかっておらず、うちが貸している不動産の中
で何かカチャカチャやって賃料を払ってくれる、だか
らいいよと思っていたけれども、実は中身をきちんと
理解しないと、お金を払ってもらえないということが
分かりました。
　今後は、固定賃料で30年間賃料が払われ続けると
いう契約はなりを潜め、売上連動や利益連動の賃料
体系になっていくきっかけになると思います。変動賃
料ということはオペレーターが不動産リスクを取りませ
んということですから、これは大きな変化です。
　アメリカでは1990年代初頭に、マリオットがマリ
オット・インターナショナルというホテルオペレーター
と、ホスト・マリオットという不動産会社に分かれまし
た。その時はアメリカの不動産不況があって、それが
所有・経営と運営の分離を加速させましたが、日本
では所有・経営と運営の分離は起きませんでした。
2000年前後の金融危機、2008年のリーマンショック、
2011年の東日本大震災、といったイベント発生時でも
運営分離問題は顕在化しませんでした。でも今回、
ようやく顕在化しました。
　不動産リスク切り離しが進むうえでは、もう一つの
大きな流れがあります。日本では鉄道会社や不動産
会社がホテルを非中核事業としてホテル経営している
ことが多いのですが、本業の信用力が高く、ホテル
の収益が多少低くてもこれまでは問題がありませんで
した。しかし今回は本業が厳しい状況です。ホテル
子会社も独立採算が求められるようになりました。日
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沢柳　知彦（さわやなぎ・ともひこ）

立教大学観光学部特任教授。（株）ブレインピックス代表取締役。一橋大学経済学部
卒、コーネル大学ホテル経営学部修士。日本長期信用銀行、外資系証券会社を経
て、ジョーンズラングラサール（株）のホテル投資アドバイザリー部門長、取締役を歴
任。マンダリンオリエンタル東京、リッツカールトン東京、アマネムなどのホテルオペ
レーター選定ならびに契約交渉支援、IHG-ANAホテルズグループのJV組成支援、
ANAホテルポートフォリオ、トマムリゾート、ウェスティンリゾートグアムなどの売却支
援を主導。
著作に、『米国ホテル会計基準（税務経理協会、翻訳協力）』『ホスピタリティ・マネジ
メント（生産性出版、共著）』『ホテルのリスクマネジメント実務マニュアル（綜合ユニ
コム、共著）』『もてなしだけではもう食えない（オータパブリケイションズ）』など。
経済産業省、文部科学省、総務省、観光庁、環境省の有識者会議委員歴任
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本は黒船が来て初めて体制が変わる、ということのよ
うです。コロナ禍によってようやくグローバルの流れ
に、強制的に舵を切らないといけなくなったのです。
庄司：なるほど。本学は2007年に観光学部で「ホテ
ルアセットマネジメント」という科目を作りましたが、当
時は誰にも理解されませんでした。今も、全国の観
光学部の中で多分本学にしかないぐらいにマイナー
な領域です。でも今のお話のように、世界の潮流が
いよいよ日本にも起きつつあるということでしょうか。
沢柳：はい。ただ、ビジネスホテルマーケットにおい
ては、（経営と運営が分離していない）賃貸借契約と
いうスタイルは残るのではないかと思っています。ビジ
ネスホテルの場合、地方の地主さんが相続対策や節
税対策に建物を建てることが多いです。その人たちは
ホテルではなくアパートやマンションを建ててもいいわ
けです。たまたまビジネスホテルを建てただけなので、
その人たちがホテル運営ノウハウを持ちたいとか、少
しでもホテル事業で収益を上げたいなどとあまり思っ
ていません。不動産をそういう見方をする人たちがい
る限りにおいては、誰かが賃貸借契約でホテル経営
を行い、他の資産同様に固定賃料が期待されるとい
うのが、問題としてはまだ根強く残ると思います。
　でももう一つ問題がありまして、それが会計基準で
す。リース資産とリース支払債務をバランスシート上で
両建てにするという国際会計基準は、日本の会計基
準にはまだ入ってきていませんが、導入する機運が盛
り上がってきています。そうすると長期の契約を結ん
で固定賃料を払う約束をすると、不動産を買ったわけ
でもないのに、バランスシートに資産と負債が載ってし
まい、見かけの自己資本比率が下がってしまいます。
　自己資本比率が下がると、やはり信用力にも影響
が出てくる、資金調達がしにくくなる、社債が発行し
にくくなるという問題が発生します。そうなると上場企
業を中心に、固定賃料型ホテルビジネスを行うことが
難しくなります。
　では、大手ではなく会計基準を気にしない中小オ
ペレーターに固定賃料を払う約束をしてもらうことで
いいでしょうか？「いや、それでは不安だ」という議論
も出てくるでしょう。オーナー側も、キャッシュフロー

の変動リスクを取ってでもホテルにするのか、昔なが
らのオフィスやマンションにするのかという判断が迫ら
れ、結果的にホテルは変動賃料や変動利益を容認す
る資産に変わっていくのではないかという気がします。
庄司：オーナーも利益変動リスクをとらざるを得なく
なってくるということですね。ところで、この２年間で
起きた近鉄グループやプリンスホテルのホテル資産売
却においては、買い手はいわゆる「外資」と言われて
いるところです。当然彼らは国際基準の常識でいろい
ろレポートをしてくれという話になると思います。そう
いった対応は日本のオペレーターはできそうですか。
沢柳：管理会計の世界では、ホテル業界にはユニ
フォームシステムというグローバルな会計基準があり、
部門会計をきちんとやっています。日本のホテル会社
ではそれを入れているところがまだ少ないのが現状で
すが、相手がグローバルプレーヤーである限りは、そ
こに合わせていかざるを得ません。なぜならば、ホテ
ルマネジメント契約の下では、オペレーターにとって
オーナーというのは最大のクライアントだからです。よ
く勘違いされているのですが、オペレーターにとって
宿泊客やレストラン客は本当の客ではないです。なぜ
本当の客ではないかというと、ホテルの売上や利益と
いうのは、そのマネジメント契約の下にあるオーナー
のものなのです。では、オペレーターの収入はという
と、オーナーから受け取るフィー（手数料）です。とい
うことは、オペレーターにとっての直接的なクライアン

インタビュー時の様子　
左：庄司貴行副所長　右：沢柳知彦氏
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トはオーナーです。ではオーナーをどう満足させるか
というと、こういうレポートをしてくれといったらそれ
に合わせなくてはいけません。先ほどの黒船理論で
はないですが、ホテル資産の売却や変動賃料の導入
を機に、まさに今起こりつつあるところだと思います。
庄司：大学としては、どうしても「人材」に関心が行 
きます。新しいオペレーターとオーナーの関係のような
ときに、業界として必要とされている知識やスキルを
持っている人材が十分にいるのか、その辺はいかが
ですか。
沢柳：私がコーネル大学ホテル経営学部修士課程を
卒業したのが1998年なので、既に25年近く経ってい
るわけですが、その間、日本では観光学部は非常に
増えました。でも、経営学としての観光を教えるコー
スや学科などは、あまり増えていません。そういう意
味ではまだまだ足りない気はします。
　一方で一番の問題は、受け入れ側であるホテル会
社がそういう人材をきちんと欲していないし、使いこ
なせていないということです。なぜ使えないかという
と、上司がそのニーズを理解していないからです。大
学にとっては学生を就職させる際には、学生を雇用す
る企業がクライアントということになります。そこの
ニーズが何かというと、きちんとナイフとフォークがそ
ろえられる笑顔が素敵な人がいいですということに

なってしまえば、大学で学ぶ経営学のフレームワーク
は活きません。でもこの上司たちが、今まさに黒船の
襲来で変わろうとしていて、いきなり通訳が必要だと
いうことになりました。大学としてはその通訳たる学
生をようやく付加価値をつけて“出荷”できるように
なってきました。
　アメリカのホテルオペレーターは昇進のペースが速
いファストトラックに乗せる人材と、現場で働いてそこ
からたたき上げる人材と、最初から分けて採用してい
ます。このファストトラックに乗る人材のスキルセット
は何かというと、やはりファイナンスやマーケティング
を理解し、コミュニケーション能力に長けていること
などです。そういう企業が日本の中で育ってくると、
在学中にホテルアセットマネジメントなど経営学習得
の意義が出てきます。立教の観光学部はそれを目指
すのが早すぎて、ホテル会社側がまだ成熟していな
いという状況かもしれませんね。
庄司：日本では、実際に存在するのに、「エリートコー
スをつくる」とか「選抜」「分ける」とか表立って言う
と嫌われてしまいます。アメリカにはおっしゃるとおり
ファストトラックがありますけれども、ファストトラック
に1回選ばれたからといって、ずっとファストトラックが
保証されているわけではないし、ファストトラックに入
れなかった人間がファストトラックに入るということに
ついても、いろいろな制度があるわけで、そういう仕
組みをもっと学ぶべきだと思います。
沢柳：まさにそうだと思います。あともう一つ大事な
のが、ジョブディスクリプション（職務記述書）や、ファ
ストトラックに入るための要件などの明文化です。日
本では、昇進するのにここのポストを何年くらいやっ
たから、とか、あいつは〇〇派閥だからとか、といっ
た理由で昇進していくという、非常に不透明な制度
運用があります。やはり人事や組織の透明性をきちん
と書き出すということが大事だと思います。
庄司：先ほどのお話で面白かったのは、「なんかホテ
ルがガチャガチャやっている」というところです。その

「ガチャガチャやる」という部分について、日本のホテ
ル業界の特殊性があると思います。
　例えば、客室ビジネスはグローバルでは部屋単位
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で売っていますが、日本では客一人当たりの価格で
販売されていることが多いですね。
沢柳：はい。一泊二食付きや旅費とのセット販売が多
いことで、一人いくらという値付けが根付いたのだと
思います。ただ、どこの国へ行ってもユニークなビジ
ネス慣習はあるし、そういうカルチャーを取り込んで
商売をすること自体は必要なことです。問題は、それ
がローカルルール過ぎると他へ行ったときに役に立た
ないということです。ローカルなビジネスなりに、例え
ば1人当たりの売り上げはいくらですか、1人当たりの
面積はどのぐらい必要とされますかとか、そういった
ことを数値化してベンチマークにしておくことが大切で
すが、日本ではそれができていません。そういう意味
では日本でもユニフォームシステム（ホテル会計基準）
が導入され、日本のローカルルールも整備・共有化さ
れていくと、科学的なホテル経営ができるようになり
ます。ですが、日本では今のところ、その旗振り役
がいないという状態です。
庄司：なるほど。もう一点、少し違う角度からお伺い
します。先ほど、副業でホテルを経営している企業が
多いという話が出ましたが、本業にとって副業たるホ
テルのシナジー（波及）効果はあるものでしょうか？エ
アラインや鉄道会社は、自分たちの就航先や沿線に
ホテルを建てたがります。
沢柳：もともとシナジー効果は薄かったようです。歴
史をひもとくと、どのエアラインも就航都市にホテルを
造りたくなるようで、エールフランスがル・メリディアン
を造ったし、倒産してしまったパン・アメリカン航空

（Pan Am）がインターコンチネンタルを造りました。
JALもANAも然りです。でも、結局どのエアラインも
ホテル子会社を手放しています。
庄司：シナジー効果の見極めも、科学的経営には重
要ということですね。
沢柳：データ整備に関して言うと、日本には宿泊業者
の統一した業界団体がなく、これがデータ整備上の
ネックになっています。コロナ禍での業界からの政策
要求もなく、Go To トラベルキャンペーンは上意下達
型、検疫ホテルの仕組み導入も受動的でした。
　これまで、ホテル会社の多くは鉄道会社やエアライ

ンの子会社が多く、それらの企業は別の業界団体に
属していますから、ホテル業界としてまとまっていない
という歴史的背景があります。
庄司：なるほど。データ収集に関していうと、観光研
究所がもう少しそういうところに手を貸せる部分があ
るのではないかと考えています。
沢柳：それはぜひ。でも大変な作業ですよね。
庄司：ですよね。事務局要員雇用のための予算など、
お金の手当が付けば、の話ですが。でも、データ収
集は全ての基本です。データがきちんと整っていない
ところに開発や投資を促せません。それと、地方在住
のホテル・旅館経営者の後継者をうまく育てるという
ことも、本学でぜひ考えなければいけないと思ってい
ます。
　最後に、高度成長時代の後始末についても少し触
れさせてください。右肩上がりの時代が長く続き、市
場参入に関する規制ばかりが整備されてきました。で
も、参入があるからには退出もあるはずなのですが、
退出のルール作りはほとんどなされてきませんでした。
だから、市場から退出すべきプレーヤーがうまく退出
できないのではないかという気もします。
　地方で業界の再編をしようとすると、今あるプレー
ヤーのいくつかの方はやはりお辞めいただく必要が 
あります。それをどうやってうまく辞めていただくかと
いうことを考えなければいけません。そのあたり、先
生はどのようにお考えですか。先生は「地域活性化」
というお言葉があまり好きではないということは存じ
上げておりますが、業界再編、あるいは場合によっ
ては退出ということについての仕組みづくり、ルール
作りということで、何かお考えがあればぜひお願いし
ます。
沢柳：旅館業の営業許可は取得時にいろいろと大変
ですが、辞めるときには廃業届を出さない限りは、本
当は辞めているのに統計上に出てこないという問題が
あります。以前、厚生労働省だったか観光庁だった
かが人海戦術で実際の廃業状況を調べましたが、や
はりかなりの数が辞めているのに廃業届が出ていま
せん。だからわれわれが見ている旅館数減少のグラ
フ、実はもっと下振れしています。辞めた事実を中央
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省庁で把握できていないという問題は間違いなく
あると思います。
　退場すべき会社をどうやって退場させるかという
のは確かに非常に大きな問題です。一番大きな問
題は鬼怒川温泉のように、廃業旅館が地域再生
の障害になるという問題です。廃業した旅館が鬼
怒川の向こう側に建っているから、こちら側でいか
にきれいに改装しても窓をガラッと開けたら、向こ
うに廃虚が見えるという、そういう問題が今全国
で起きています。やはり点で整備しても駄目で、面
で整備しなければいけないという観点からすると、
辞めるべき人をどうやって市場から退去させるかと
いうところに今まで手が付いていませんでした。
　この件は、環境省も悩んでいます。国立公園内
では、宿舎事業を営んでよい部屋数が決まってい
ますが、中には廃業して立ち枯れている施設がそ
のままになっているという問題があります。そうす
ると、新しいプレーヤーが参入できません。では、
この立ち枯れているホテルや旅館がどうなってい
るかというと、所有者はもう倒産してしまっていて
当事者能力がありません。債権者はどうかという
と、もともとは銀行が融資していましたが、その
ローンが不良債権化してどこかのファンドに売られ
てしまっており、その債権を購入した不良債権ファ
ンドは、担保物件となっている廃業旅館に価値が

ないからといって放っておい
ています。固定資産税や保
険料がかかる不動産と異な
り、ローン債権は保有コスト
がかかりません。だから廃
墟の取り壊しや再開発など、
環境省や地元民が期待する
ようなことが何年たっても起
きません。廃業旅館が管理
されずに朽ち果てていくと
外壁が落ちて通行人が危な
いとか、最近だと廃虚ツ
アーと称して無断で人が入り
込み、事故が起きたり火災

が発生したりしてしまうという問題が出てきていま
す。一定の条件下においては、国や地方自治体が
連絡のつかない権利者に代わって強制的に取り壊
して良い、すなわち、権利者の所有権を侵害して
良いという行政代執行という法的な仕組みが整備
され始めています。
　この問題の最たる例が、スキー場とゴルフ場で
す。ゴルフ場はまだいいですが、スキー場はリフト
のための鉄塔を建ててしまっています。事業者は
国や県からその土地を借りていて、事業を辞める
ときは鉄柱を引き抜き、植林をし直して原状復旧
をしてから返さなくてはいけないのですが、事業
者が倒産してしまえばそれどころではありません。
日本では、スキー・スノーボード人口が減っている
のにスキー場は減らずにたくさん残っています。会
社自体はつぶれても誰かが事業を引き継ぎ、やが
てまたそれがつぶれてしまう、ということを繰り返
しているので、本当の意味で市場から退出してい
くスキー場の数が多くありません。スキー場の数が
減らないとスキーヤーが分散してしまい、生き残
るべきスキー場にとってもよくありません。このあた
り、やはり国がお金を出して、整理をしていかなけ
ればいけないのではないかなという気がします。
庄司：学生にとっては、いわゆる「おもてなし」はも
ちろん重要でしょうけれども、泊まりに来るお客様
がニコニコして帰ればそれで全てがハッピーという
わけではありません。もう少し、仕組みとして観光
であったり、ホテルというビジネスはどうなってい
るのかを理解したり、場合によっては、ホテル経
営者がホテルを廃業しやすくする仕組みを考えて
あげることが、ホテル業界のためだというようなこ
とも言えると思います。学生には、そういうことを
踏まえてきちんと勉強をしてほしいと思うし、そう
いう動きが広がっているということが、うまく伝わ
るといいと思います。
　ついては、まずは先生のご著書を読んでいただ
くといいのではないかと思います（笑）。
沢柳：『もてなしだけではもう食えない』ですね。
宣伝、ありがとうございます（笑）。

株式会社ブレインピックス�代表取締役　立教大学観光学部�特任教授��沢柳　知彦�氏

沢柳氏の著書『もてなしだけではもう食えない』
（オータパブリケイションズ）
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前田勇先生『立教と観光教育の関わり史』紹介
観光研究所所長　橋本　俊哉

　立教大学の関係者にとって、本学が、「観光」で知ら
れた大学であることを否定する人はいないでしょう。4年
制大学として日本初の観光学部があることはもちろん、
当研究所も50年を超える歴史があります。ホテル研究会
という、戦後間もない時期にルーツをもつ公認サークルも
あります。出身学部を問わず、多くの卒業生が観光業界
で活躍しているのも、在学中に学内で「観光」を身近に
感じていたことと無関係ではないはずです。観光関連業
界で活躍する卒業生による校友会組織（立教観光クラブ）
も、他大を圧する規模です。観光学という若い学問に関
して、わが国でもっとも長い伝統を誇る高等教育・研究
機関として、「立教の観光」は海外にも知られています。
　では、なぜ本学が、「観光」が当たり前のようにある大
学となったのでしょうか。昨年発行のニューズレター

（Vol. 17、所長就任あいさつ）でも紹介した通り、その直
接の契機となったのは、第二次世界大戦直後の1947年
に、池袋キャンパスで開講された「ホテル講座」でした。
この講座は、ホテル関係人材育成のために、他大の学生
や社会人の受講も認め、2年間の講座修了生には、本学
から修了証も授与されるものでした。当時としては非常に
珍しい、公開講座の先駆けです。この講座の初期の受
講生が、講座の知識を学ぶだけではなく、研究会をつ
くって実践活動をしようと呼びかけてできたのがホテル研
究会で、1964年の東京オリンピック時には、選手村での
サポートに奔走されたとのこと。このような観光の教育・
研究実績があって、1967年、日本の4年制大学で初めて
の観光学科が本学社会学部に設置され、同時に観光研
究所が開設されることとなったのです。
　「ホテル講座」が開講された1947年といえば、第二次世
界大戦の終戦直後の混乱の時期です。この時期に観光
人材育成のためのアジア初の公開講座が、なぜ本学に
開設されることとなったのでしょうか。その歴史をひもとく

と、さらに70年以上前、1873（明治6）年に明治政府がキ
リスト教の信仰・布教禁止令を解き、外国人の居留地か
ら出て旅行することを認めたことに遡ります。本学が築地
で開校したのはその翌年のことですから、本学と観光と
の関わりは、本学の歴史とほぼ同等の歴史を有している
のです。詳細については、『立教と観光教育の関わり史』

（以下『関わり史』）をご覧ください。本学の観光教育・研
究が、まさに日本の観光の歴史とともに歩んできたことが
理解できるでしょう。
　『関わり史』は、2018年1月20日に開催された当研究所
開設50周年記念シンポジウムにおいて、本学名誉教授
前田勇先生によって「立教と観光教育の関わり」について
ご講演いただいた内容を収録したものです。前田先生
は、社会学部に観光学科が設置される以前から本学で
教鞭をとられ、社会学部観光学科、観光学部観光学科、
さらには大学院観光学研究科初代博士課程主任として
多くの人材を育て、第5代（1995～2000年度）観光研究
所長として当研究所の運営にも尽力されました。立教の
観光とともに歩んでこられた前田先生ならではの『関わり
史』は、本学の観光教育・研究の歴史であるとともに、
日本の観光の高等教育・研究の歴史としてみても、貴重
な記録といえるものです。どうぞご一読ください＊。
　50年を超える長きにわたって当研究所が活動を続けて
こられたのは、これまで講座で講師をお務めいただいた
多くの先生方、運営に関わられた方 を々はじめ、いろいろ
な形で支えていただいた皆様のお力添えがあってこその
ことです。関係各位に心より感謝申し上げます。今後もど
うぞよろしくお願い申し上げます。

＊『関わり史』は当研究所のホームページでも公開しており、当研
究所に請求いただければ、冊子もお届けいたします。

前田勇先生

220623_Vol.18 Spring2022.indd   7220623_Vol.18 Spring2022.indd   7 2022/06/24   11:382022/06/24   11:38



8

2022年度　講義時間表
火・木曜日　19:00 ～ 20:30、　土曜日　13:30 ～15:00　※開講式9月24日（土）は13：00 ～15：00

2022年度「ホスピタリティ・マネジメント講座」のご案内

宿泊産業を中心とするホスピタリティビジネスの運営・経営に関わることから、刻々と変化するOTA、ホ
テル資産投資、観光地開発、インバウンドなど観光立国としての政策まで、幅広い内容について最新の知
識を各業界の第一線で活躍されている講師から直接聞ける全28回（予定）オムニバス形式の講座です。
また、課外活動としてホテル見学会を実施し、毎年ご好評をいただいております。ホテルで数年勤務され
て今後のキャリアアップをお考えの方、異業種にお勤めで新しい視点や人脈を得たい方、これからホスピ
タリティ産業に進もうと考えている方など、多くの方のご参加をお待ちしております。

月 日 曜日 科目 講師

9
月

24 土 開講式 立教大学観光学部教授、観光研究所所長
立教大学観光学部教授、観光研究所副所長

橋本　俊哉
庄司　貴行

27 火 観光の現状と今後の取組 観光庁 観光戦略課課長補佐（総括） 田代　悠真

29 木 本質から考える
「ポストコロナにおけるホテルの意義の再定義」 宿屋大学 代表、立教大学観光学部兼任講師 近藤　寛和

10
月

4 火 リゾート、ホテルの開業と運営について 株式会社星野リゾート 沖縄読谷事業所 総支配人 澤田　裕一

8 土 旅館マーケティングの視点 國學院大學観光まちづくり学部教授 井門　隆夫

13 木 世界のガストロノミーツーリズムの潮流
「食文化振興による地域づくりと生態系回復」

イタリア Genuine Education Network ファウンダー
株式会社 GEN Japan 代表取締役社長 
土と生態系回復コンソーシアム JINOWA代表

齋藤　由佳子

18 火 ショッピングツーリズムとは 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 代表理事／事務局長
株式会社USPジャパン 代表取締役社長 新津　研一

20 木 ホテルの人材育成と人的資源管理論 株式会社帝国ホテル 人事部 人事課 マネジャー 飯田　広行

22 土 ホスピタリティ産業の環境経営 宮城大学食産業学群准教授、立教大学観光学部兼任講師 丹治　朋子

25 火 新たな旅館経営とDX化について 株式会社陣屋 代表取締役女将 宮﨑　知子

27 木 専門誌から見たホテル・旅館業界 『月刊ホテル旅館』編集長 金澤　達也

11
月

8 火 新しい宿のカタチ～移住・起業～ 株式会社ヤドロク 代表取締役社長 石坂　大輔

10 木 国際ホテル経営論 マリオット・インターナショナル、アロフト東京銀座 総支配人 小杉　眞弘

12 土 ホスピタリティアセットマネジメント

一般社団法人Intellectual Innovations 代表理事
Flat Collaboration合同会社 代表
Tourism Academy SOMEWHERE 共同創業者
立教大学観光学部兼任講師、京都大学経営管理大学院寄付講義設置者

池尾　健

15 火 ブライダルの変遷と現状 リクルートブライダル総研 所長 落合　歩

17 木 ホスピタリティ空間 桜美林大学ビジネスマネジメント学群教授 山口　有次

22 火 ホテルインテリアデザイン・観光デザイン Mark Ito Design, Inc.、MID Hawaii
MID Japan株式会社 代表、立教大学観光学部兼任講師 マーク 伊東

24 木 これからの外食産業の展望 ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長
京都大学経営管理大学院特別教授 菊地　唯夫

26 土 新型コロナウィルス感染期を受けた地域戦略と
じゃらん（OTA）戦略について

株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター長、『とーりまかし』編集長
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科兼任講師 沢登　次彦

29 火 ホテルのレベニュー・マネジメント 株式会社サイグナス 代表取締役 丸山　英実

12
月

1 木 由布院の観光地づくりと旅館経営 由布院玉の湯 代表取締役社長 桑野　和泉

3 土 経験価値マーケティング Boost Japan株式会社 代表取締役 吉崎　夏来

6 火 ホテル業とキャピタルマーケット ホスピタリティキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役 平　　浩一郎

8 木 クラシックホテルの歴史と意義について 株式会社ホテルニューグランド 常務取締役 総支配人 青木　宏一郎

10 土 ホテル資産投資の概要 株式会社ブレインピックス 代表取締役、立教大学観光学部特任教授 沢柳　知彦

13 火 ホテル旅館の法規 畑法律事務所 弁護士、立教大学観光学部兼任講師 小池　修司

15 木 調整中

17 土 ホスピタリティ産業の課題と展望
－ホテル事業を中心として－

日本ホテル株式会社 常務取締役、東京ステーションホテル 総支配人
立教観光クラブ会長 藤崎　斉

（2022年6月23日現在）

※日程等に変更が生じた場合、研究所ウェブサイトにて最新の講義時間表を随時掲載します。
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メズム東京、オートグラフ コレクション（東京・竹芝）
2021年10月7日（木）・12日（火）� 　※感染対策として少人数で同内容を2回実施。

ホテルニューオータニ（東京・紀尾井町）
2021年11月4日（木）

ホテル見学会 ～2021年度活動報告～

JR東日本グループの日本ホテルとマリオット・インターナ
ショナルの初提携により、2020年4月にオープン。「メズム」
という名前は、「mesmerize (魅了する)」という言葉に由来。
その名の通り、五感を魅了する仕掛けがつまったホテルでし
た。そして、「将来子どもたちの憧れの職業にしたい」という
ホテル愛に溢れた生沼久総支配人のエネルギッシュなお話に
大きな刺激を受けました。

日本が世界に誇る老舗ホテルの一つ。その圧倒的な規模を維
持しながら、外資系ホテルの開業ラッシュ、宿泊産業の多様
化など荒波の中、開業50年以上たった今も変わらず、世界
各国の国賓をもてなす日本の迎賓の場として選ばれ続ける理
由は何なのか。座学では学べない、ホスピタリティ従事者の
心意気を教えていただきました。

メズム東京ロビー

ホテルニューオータニ外観

1. 受講期間： 2022年9月24日（土）～ 12月17日（土） 
火・木曜日 19：00 ～ 20：30（90分）、土曜日 13：30 ～ 15：00（90分） 
修了式：2023年2月4日（土）予定

2. 講義形態： 立教大学池袋キャンパスでの対面講義およびオンライン講義（ライブ配信） 
※�受講生は講義ごとに、対面講義・オンライン講義を選択できます。�
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況、および講師の都合によりオンライン講義のみの場合が
あります。

3. 受講対象： 高等学校卒業以上もしくはそれと同等の能力を有する者
4. 受講料： ▶ 一般　50,000円　　▶ 立教大学学生　25,000円 

▶ 立教大学卒業生・学生（立教大学以外）　40,000円 
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況により、講義形態の変更、ホテル見学会、修了式を中止する可能性
がありますが、それに伴う受講料返金はいたしません。

5. 定員：100名（先着）
6. 申込期間：2022年8月1日（月）～ 9月2日（金）
7. 申込方法： 観光研究所ウェブサイトの「ホスピタリティ・マネジメント講座」内の「日程・

募集要項」欄より申込フォームURLにアクセスし、必要事項を記入してフォー
ムを送信してください。

8. 特典： ご希望の方に立教大学図書館を利用できる図書館利用証を発行いたします。 
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況により、利用制限がかかる場合がございます。�
�
講座の詳細は研究所ウェブサイトをご覧ください。�
講座に関するお問い合わせは、観光研究所事務局までご連絡ください。

募集要項
　

詳細はこちら
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　2021年度に立教大学は、東京都「大学等と連携し

た観光振興への理解促進事業」の連携大学に採択

された。この事業の目的は、東京都と大学等が連携

して観光振興への理解促進を目的としたシンポジウム

を実施することで、経済効果や都民への還元といっ

た観光振興を進めることの意義・メリット等、観光の

産業としての価値や将来性等をわかりやすく発信し、

地域住民や中高生といった都民等に訴求することで

ある。

　新型コロナウイルスの感染拡大により、インバウンド

と呼ばれる国際観光をはじめとした観光需要は、大

幅に落ち込んでいる状況にある。一方で、観光地と

しての東京はいずれ復活すると想定されている。そう

したなかにあって、東京にとっての観光産業の価値

や、観光振興の意義を再確認するとともに、「なぜ東

京が観光地として魅力的なのか」「なぜ世界から注目

されるのか」について、都民自身が考え、理解する機

会を提供することを本学のシンポジウムの目的とした。

　シンポジウムは「第1部 基調講演：『東京にとって

の観光のインパクト』池上 彰氏（本学客員教授）」と

「第2部 パネルディスカッション：『“観光地としての東

京”の将来』」の2部構成とした。

　第1部では、観光による経済効果や観光振興推進

の意義・メリット等について池上氏が講演した。第2

部では、池上氏をファシリテーターとして宮田 崇氏

（株式会社地球の歩き方『地球の歩き方』編集長）、

工藤 里紗氏（株式会社テレビ東京プロデューサー）、

石田 たくみ氏（お笑いコンビ カミナリ）、村上 和夫氏

（本学名誉教授）、庄司 貴行（本学観光学部教授・

観光研究所副所長）、の6名がパネリストとして登壇し

た。また、パネルディスカッションには本学観光学部

学生13名がオンラインで参加し、パネリストと意見交

換を行った。シンポジウムの模様はYouTube LIVE 

および LINE LIVEにて配信した。

　今回のシンポジウムでは、インバウンドに代表され

る観光現象を分析するためのパースペクティブとして、

観光研究の蓄積に基づいた、一般的にはあまり認識

されていなかった視点についても、いくつも紹介する

ことができた。

　観光振興は幅広い産業に経済面で

の大きな波及効果をもたらすとともに、

雇用の創出などとも関連して、地域そ

のものの活性化にも寄与することが期

待されている。人口減少と少子高齢化

の進展によって、今後の内需の大幅な

伸びが期待できなくなるなかでも、東

京都の持続的な成長と発展を実現す

るうえでは旅行需要・インバウンド需要

を取り込んでいくことが重要であること

を指摘した。

　そのうえで東京の魅力としては、「東YouTube�LIVE�および�LINE�LIVEにて配信した

2021年11月26日（金）18:30 ～ 20:30
立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 カンファレンス・ルーム

東京都「大学等と連携した観光振興への理解促進事業」
公開シンポジウム

池上彰と語る「東京の未来・旅の未来」　活動報告
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東京都「大学等と連携した観光経営人材育成事業」
ホテル・旅館など観光関連事業施設の経営に必要な知的フレームワークを修得する

観光経営人材育成講座　活動報告

　2019年度に東京都から連携大学に選定された「大

学等と連携した観光経営人材育成事業」（事業責任

者：本学観光学部教授 庄司貴行）は、2022年3月末

に3か年にわたる事業を終えた。本事業では、観光

関連事業従事者を対象とする講座実施を通じて、観

光産業の高度化・グローバル化に寄与するホテルア

セットマネジメント人材育成を目的とした教育プログラ

ム及び教材の開発を行ってきた。ホテルアセットマネ

ジメントをはじめとした世界標準のホテル経営につい

ての知識を兼ね備えたリーダーの育成を目指すという

ものである。

　事業2年目にあたる2020年度には、新型コロナウイ

ルスの感染拡大により対面での講座運営が困難と

なったが、Zoom Meetingsを活用し、オンラインで

講座を実施した。2021年度も引き続きオンラインでの

実施となったが、社会人からの受講ニーズは高く、募

集定員を大幅に上回る応募があった。その結果、過

去最多となる214名（ベーシックコース120名、アドバン

スコース94名）を受け入れた。受講者（対象：都内在

住・在勤の観光関連事業従事者）は「ホテル経営管

理」や「ホテルアセットマネジメント」に従事する者の他、

旅行、不動産、金融、IT業界といった多様な業界、

そして幅広い世代となった。

　2021年度は、2020年度に引き続き、講座内容を

「マーケティング・ファイナンス・オペレーションなど、

京にしかないもの」や「東京発祥」とされるものが重

要な役割を果たしているのは当然だが、東京が世界

中から様 な々商品・サービス・文化が集まる場所に

なっていること。東京では、多様な文化が共存する

だけでなく、それらがさらに「東京」というフィルター

を通して変化したり加工されたりして、新たな価値を

持つようになっていく。こうした「都市生活のベースラ

経営管理に必要な知的フレームワークについて受講

者のバックグラウンド、習熟度にあわせ、体系的な修

得を図り、そのうえで多彩なゲストスピーカーを招聘

し観光関連事業への適用を学ぶ」とした。全24講座

実施し（ベーシックコース全14講座、アドバンスコース

全10講座）、ベーシックコースを「マーケティング・ファ

イナンス・オペレーションなど経営に必要な横断的な

分野の習熟を深めたうえで、それら観光事業におけ

る適用を学ぶ基礎編」、アドバンスコースを「ベーシッ

クコースの発展版。経営に必要な基本的なフレーム

ワークを理解したうえで、より実践的な内容を学ぶ応

用編」と位置づけた。それぞれのコースで受講生を

募集し、対象者の経験や関心の幅に応じて選択でき

るようにした。

　また、各コースでの関連テーマを網羅的に学べるプ

ログラムとするため、新たにプログラムコーディネー

ターとして本学大学院ビジネスデザイン研究科 沢柳

知彦特任教授をメンバーに加え、初年度に引き続き、

本学観光研究所 池尾健特任研究員と共に講座設

計・運営を行った。

　受講生からは「伝統的に重要とされるテーマに加

え、昨今ホテルを取り巻く環境を考えたときに必要な

テーマも含まれていた。行動経済学、リスクマネジメ

ント、ファシリティマネジメントの視点は新鮮だった」

や「多岐にわたる内容であったが、それぞれ実例を

インの高さ」こそが東京の魅力なのではないか、と

いった視点が紹介された。コロナ後の観光を考える

場合にも、「安全や安心」に代表されるような、この

東京の「都市生活のベースラインの高さ」を継続・発

展させることがキーになるのでは、という意見なども

紹介された。
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2021年度「観光地経営専門家育成プログラム」活動報告

　観光地経営専門家育成プログラムは、2020年度・2021年度については、新型コロナウイルス感染防止のため、

池袋キャンパスでの対面講義からオンライン講義に変更となり、2回のフィールドワークについてもオンラインによる

代替を余儀なくされました。

　講義形態が大きく変わったことに戸惑うこともありましたが、通学の難しい地方からの参加も可能になり、受講

者の地域的バラエティーが増した講座となりました。地域や年齢層が異なるだけでなく、観光に関わりの深い業務

に従事されている方をはじめ、まちづくりや地方行政のあり方に関心をもっている方、観光学を専攻する大学院生

など、幅広い層からの受講生の参加が見られました。そのため観光に関わる実務経験を反映した現場からの問題

提起のほか、幅広い経歴を背景とした鋭い質問も見受けられ、活発な議論が行われました。

　2020年度末には講義を担当する講師陣の執筆による『観光地経営論講義』を刊行しました。これまでの講義

記録を文章化し、ブラッシュアップしたものと、新たな視点を加えて書き下ろされたものが収録されています。観光

を取り巻く社会状況の変化や高度化・多様化する観光客のニーズや行動をふまえ、どのように観光地の新たな魅

力づくりと地域の社会的・経済的活力の再生・向上をめざすべきか、観光地経営の革新と再構築に重点を置いて

まとめられています。

※2022年度は講座再編を検討している為、講座を休止いたします。

交えて分かりやすい解説だった。グループワークもあ

り、他の受講生との意見交換も大変参考になり、刺

激・モチベーションに繋がった」といったコメントが寄

せられた。最終年度は多様な受講生から様 な々ニー

ズを引き出すことが出来た。また、理論に留まらない

実務に則した講義内容を期待されているというニーズ

も改めて再確認することが出来た。本事業で得られ

た成果や反省点を活かし、今後も観光経営人材育成

に向けた取り組みを継続していきたい。

2020年度からはオンラインで講座を実施した
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　国家試験である旅行業務取扱管理者試験を2023年度に受験される方を対象に、「2022～2023年度旅行
業講座」を立教大学池袋キャンパスにて開講いたします。この講座は公開講座ですので、立教大学の学生のみなら
ず、他大学の方や社会人の方も受講できます。

1. 受講期間　 2022年12月3日～2023年10月上旬* 
土曜日13：50 ～15：20、15：30 ～17：00（2回連続）** 
*コースにより講義日が異なります。　**講義時間や回数が異なる日があります。

2. 講義形態　 春学期・秋学期　オンライン講義、夏季期間　立教大学池袋キャンパスでの模擬試験と対面講義
3. 受講対象　高等学校卒業以上（もしくはそれと同等の能力を有する者）
4. コース・受講料・講義および模擬試験回数

5. 申込期間　2022年10月下旬
6. 特典　 ご希望の方に立教大学図書館を利用できる図書館利用証を発行いたします。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用が制限される場合がございます。

　この講座を受講したきっかけは学内用SPIRITメールで旅行業講座の存在を知り、観光学部生としてこの資格取得を目指
すことで何か学べるものがあるのではないかと思ったことが始まりです。私は国内コースの講座を受講していました。法律や
約款はひとりで勉強していると覚えることが難しいのですが、講師の方が要点をまとめた暗記カードを作ってくださったり、
覚えるべきところと、そうでないところを教えてくださったりしたため、勉強を進めていく上で非常に役立ちました。
　特に意識したことは、復習を重視し、繰り返し練習問題を解いたことです。大学の授業がある期間はあまり勉強をするこ
とができなかったのですが、夏季休暇で集中的に問題を解いて、その傾向を掴みました。
　この資格を目指そうとしている方の中には自分のキャリアに役立てたいと思っている方もいらっしゃると思いますが、それだ
けでなく持っておくべき知識として得られるものがたくさんあると思います。
　最後の最後まで粘って勉強を続けていれば、点数は伸びていくので諦めずに楽しんで合格を目指してください。

2021年度国内旅行業務取扱管理者試験合格

コース 受講料（教材費含む）
立教大学学生／一般 講義回数 模擬試験回数

国内コース
国内旅行業務取扱管理者を目指す

50,000円／60,000円 30回 2回

総合コース
総合旅行業務取扱管理者を目指す

80,000円／90,000円 58回 3回

海外コース
国内旅行業務取扱管理者が総合旅行業務取扱管理者を目指す

45,000円／55,000円 28回 1回

「合格体験記」　旅行業講座　2020～2021年度　国内コース受講生 観光学部観光学科　3年　古澤　桃佳

募集要項（予定） 　

旅行業法に定められている旅行
業者の営業所におけるお客様と
の旅行取引の責任者のこと。
業界唯一の国家資格で、生涯に
わたり有効な資格です。

①合格実績豊富なベテランの講師陣
旅行業に必要な法律や規則、観光地理、航空やJRの規則を丁寧に説明します。

②最新情報を網羅した「JTB総合研究所：旅行業実務シリーズテキスト」を使用
法改正や話題の観光地情報などその都度講師から補助資料を提供します。

③直前対策で「模擬試験」を実施（マークシート処理後の個人別成績票付き）
翌週に講師からの解説講義があります。

講座の詳細は研究所ウェブサイトをご覧ください。
講座に関するお問い合わせは、観光研究所事務局までご連絡ください。

旅行業務取扱管理者とは 講座の特色　株式会社JTB総合研究所（業務提携）

詳細はこちら

2022 ～ 2023年度「旅行業講座」のご案内
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　“パンデミック”は、歴史的にもその後の社会変革の起爆剤
となってきました。今回のコロナ禍も私たちにその社会の在り
方を問うています。約3年前まではインバウンド景気に盛り上
がっていた我が国の観光業界も今まさにその構造変革を求め
られています。そこで現在、私が参画している観光庁、厚生
労働省関係事案の一部をご紹介します。
　「住んでよし、訪れてよしの国づくり！」良くご存じの2003年
観光立国宣言に伴うスローガンです。その後、紆余曲折はあ
りましたが政府のインバウンド推進政策は、訪日外客3,000万
人突破と「訪れてよし！」は想定以上の成果を上げました。が、
同時に外部不経済的弊害も目立ち「住んでよし」に対する政策
課題が急務となっています。
　この様な中、観光立国復活に向け観光庁が進める主要施
策の一つに「アフターコロナ時代における地域活性化と観光
産業に関する検討会」があります。
　この検討会でのポイントは、特に地方における「地域一体と
なった観光の推進」であり（図1）、「宿泊業」と「旅行業」二つ
のワーキンググループにて課題・論点の整理をしました。私が
主査をした「宿泊業WG」での主な論点・課題は
　1. 家族的経営から企業的経営への転換
　2. 事業承継や事業譲渡の促進
　3. 宿泊サービスの高付加価値化
　4. 生産性向上と担い手の確保・育成
　5. 地域全体での計画的な安全・安心体制の確立、等。
　この「地域一体型観光」の成否は、政府セクター、民間セク
ター、第三者多元セクターそれぞれの役割とバランスであり、と
りわけ「DMO」の更なるレベルアップが喫緊の課題となります。
事例発表のあった一つ愛媛県の大洲市では、歴史的建造物
ホテルを核に “宿泊業が地域経済を牽引する！” ことを意識
し、官民連携による役割分担の上「面的なエリアマネジメント」
による“まちづくり”に取り組んでおり大変参考になります（図1）。
　更に観光庁では本検討会と並行して、観光推進補助金事
業の一つ、総額1,000億円の「地域一体となった観光地の再
生・観光サービスの高付加価値化事業」をスタートさせました
が、補助対象事業スキームは「原則として自治体・DMOも参
加するか認知している事」が応募条件となっており、DMOの
役割と重要度は今後ますます拡大することになります（図2）。
　次に厚生労働省所管の「旅館業法の見直しに係る検討会」
です。

研究員 研究報告　観光における新たな視点と宿泊産業の役割

　このコロナ禍を機に、今回の検討会で大きなポイントとなっ
たのは、同法第5条の「宿泊拒否条項」の取り扱いです。宿泊
産業4団体からは「契約自由の原則等からも、出来れば削除
を……」との声。一方、ハンディキャップ団体等の消費者サイド

（関係26団体からヒアリング）からは、コロナ禍における宿泊
業第一線従業員の大変さは理解するものの「この5条こそが 
社会的弱者の法的対抗要件、削除せず変更の場合も最小限
に……」との声。聞けば聞くほど双方のご意見はそれぞれ“ご
もっとも！！”。最終結論は22年度に持ち越しとなりましたが 

“解”は「絶対的ベストより相対的ベター」を目指し模索するこ
とになりましょう。
　今回のコロナ禍は、観光の「安心・安全」に対する取り組み
を更にクローズアップさせました。観光庁では「安心・安全をも
とに持続可能な観光」に向けた「各種認証制度」を一覧にした

「ラベルインデックス」を作成し、より一層質の高い観光を目標
としています。一例として宿泊施設における「サクラクオリティ
品質認証制度」は「持続可能な観光の国際基準団体（GSTC）」
より基準承認を受け、個別施設の安心・安全品質認証に加え、
地域全体の安心・安全も視野に入れ活動しています（図3）。
　最後に私は“観光の概念”を、経済学者の故宇沢弘文先
生が提唱した「社会的共通資本（1.自然環境 2.インフラストラ
クチャー 3.制度資本）」に適合させることこそ、日本が希求す
べき観光立国の新たな姿と確信しています。

〔参考ＨＰ〕
1.  アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会 ¦ 委

員会、審議会等 ¦ 観光庁（mlit.go.jp）
2.  観光地再生に向けた取組を強力に支援～「地域一体となった観光地の

再生・観光サービスの高付加価値化事業」の地域公募を開始します！～ 
¦ 2022年 ¦ 報道発表 ¦ 報道・会見 ¦ 観光庁（mlit.go.jp）

3.  旅館業法の見直しに係る検討会 ¦ 厚生労働省（mhlw.go.jp）
4.  「持続可能な観光にかかる旅行商品の造成に向けたラベルインデックスの

とりまとめ」観光庁（mlit.go.jp）

特任研究員　玉井和博

図1　�出典：大洲市「観光街づくりHP」より（https://www.mlit.
go.jp/kankocho/iinkai/content/001466810.pdf）

図2　�出典：観光庁「アフターコロナ時代における地域活性
化と観光産業に関する検討会」資料より

図3　作図：筆者
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研究員 研究報告　観光における責任の共有

　コロナ禍以前、観光客数・量の多さが歓迎される中
で、結果として生じた負の部分への指摘は「オーバー
ツーリズム」の言葉とともに、質の低下としての問題提
起がなされた。
　異なる文化、非日常と日常が交錯する観光地は同時
に、観光客、住民、関連事業者等、立場の異なるス
テークホルダーの思いと行動の交錯する場でもある。
当然多くの課題が生じ、住民生活にも影響が及ぶだろ
う。オーバーツーリズムの兆しがメディアに取り上げられ
始めていた観光地Aの調査（2019 ～ 2021）では、観
光関連事業者は、「もっと観光客が来てほしい」と願い、
町の活気や経済効果といった現象面の変化・効果を捉
える。後者は「もうこれぐらいでいい」と思い、観光地
として有名になることは町のイメージアップにつながる、
注目されることに誇りが持てる、といった情緒面での
評価がなされた。このように、現状の受け止めにおい
てさえも、両ステークホルダー間に違いがある。
　一方、観光客に対しては（自由記述）、マナーや 
ルールを守ることに関連する言葉が共通して多く、「ここ
はテーマパークではなく普通の生活の場であること 
を……」など、観光地に配慮した行動の自覚を求める。
そして、この地の歴史や文化に関心を持ち、「Aらしさ
を感じてほしい」と訴える。
　この両者が共通して観光客に理解を求める「らしさ」
とは何か。それぞれの「感じるらしさ」は異なるだろうが、

「らしさ」が失われていくことへの危惧は共通している。
　「らしさ」が失われつつあると感じる背景には、観光
地化がもたらした様 な々変化、特に近年「食べ歩き（歩
きながら食べる）のまち」として紹介されるようになった
ことと関連していると思える。「観光地での食べ歩きは
当然」「否定しないがそのイメージが固定してしまうの
は良くない」「Aに興味があるのではなくAを消費してい
るに過ぎない行動」など、賛否両論である。生活の場
と観光の場が重なり、利害
関係が交錯する中では日ご
ろ表現しきれない思いも、
匿名性のあるアンケート調
査だからこそ本音と悩みが
見え隠れする。
　場所には人々が積み重ね
てきたその地ならではの歴
史がある。気候、地形など

の自然を背景に、生業、食、祭事、住まいなど、可視
化できないものも含め、人々の営みに関するあらゆる事
象がその場所の文化として深く根付き、今をつくり出し
ている。これを「場所の持つ文脈」と呼ぶならば、この
文脈こそがその地らしさであろうと考える。時間の流れ
の中で、新しく創造される事柄もこの文脈に沿ったもの
はその地らしさを宿し、他とは違うその場所の価値とし
て認識され、魅力となる。Ａの人たちが「らしさ」とし
て挙げた歴史的情緒、町並み、祭り、蔵づくり、職人、
商業と農業のバランスなどは、その場所を日常とする人
たちのアイデンティティであり、また、その地に外からの
まなざしを向ける人たちの抱くイメージである。この「ら
しさ」をつなげることが、まさに「住んでよし、訪れてよ
し」の持続性のある観光地の実現ではないだろうか。
　今やSDGｓなくしては何も語れない。「サスティナブル
ツーリズム」は時代の要請でもあり、そこでは各ステー
クホルダーの果たすべき役割、責任が求められる。
　観光客のニーズに応えようと、なんでも受け入れる観
光客への迎合になってしまうのは問題である。迎える
側の意思を観光客に伝えていくことも必要であろう。観
光客も、訪れた場所の文脈を読み取り、思いを汲み
取った行動を通じて、観光地を育てるステークホルダー
の一員となってほしい。
　コロナの波に翻弄された各観光地は現在厳しい状
況にあるが、観光客は、観光地を守るために配慮をす
べきことを学んだ。観光地側も、観光客に対して節度
ある振る舞いを求め、遠慮がちに観光を控えてほしい
などのメッセージも出した。持続性のある観光に向け、
各ステークホルダーが果たすべき責任を相互に考える
好機を得たととらえることもできる。
　その地の魅力や価値は、双方向の思いを交錯させる
ことで、また、地の文脈を見える化し、物語性を持た
せることで持続可能となる。

特任研究員　井上晶子

「まちをきれいに」と楽しく思いを伝える「商店街の人たち」と、それに応える「観光客」（2022年3月）
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立教大学観光研究所 所員と研究員の紹介

役職 氏名

所長 橋本　俊哉

副所長 庄司　貴行

東　　徹

石橋　正孝

大橋　健一

岡本　伸之

小沢　健市

小野　良平

風間　欣人

門田　岳久

上西　智子

川嶋　久美子

葛野　浩昭

工藤　正子

毛谷村　英治

斎藤　明

佐藤　大祐

沢柳　知彦

千住　一

高岡　文章

田代　泰久

杜　国慶

豊田　由貴夫

西川　亮

野田　健太郎

野原　克仁

羽生　冬佳

韓　志昊

前田　勇

舛谷　鋭

松村　公明

溝尾　良隆

村上　和夫

安島　博幸

種別 氏名 研究テーマ

特任研究員 池尾　健 高等教育機関における観光高度専門職業人
の育成に関する研究

特任研究員 石田　健 観光研究における新領域創成に関する研究

特任研究員 井波　博 観光研究における新領域創成に関する研究

特任研究員 井上　晶子

①オーバーツーリズム現象から考える観光
地の持続性②自治体のリスク管理について
③高齢社会人教育におけるアクティブラー
ニングの意義④産・官・学における様々な
連携の形（特にDMO）

特任研究員 玉井　和博

アフター（ウィズ）コロナ時代の観光産業
における宿泊施設の新たな役割
～ ESG対応としての宿泊施設の安心安全品
質認証制度の確立～

特任研究員 野﨑　俊一
ワーケーションの現状と課題（観光ビジネ
スにおけるサービスドミナントロジックの
活用）

特任研究員 百野　浩史 高等教育機関における観光高度専門職業人
の育成に関する研究

特任研究員 松本　しのぶ 高等教育機関における観光高度専門職業人
の育成に関する研究

特任研究員 丸山　裕 ホテルマネジメントの研究

特任研究員 吉川　辰司 観光研究における新領域創成に関する研究

研究員 Allison Darmody
Paying and Praying: Votive 
Objects, Identity, and Religiosity in 
Contemporary Japan

研究員 李　彰美 ①済州訪問観光客実態調査
②観光ビッグデータ構築

研究員 伊藤　洋三 航空運送における旅客営業制度の考察
―座席販売の変遷による影響―

研究員 金　振晩 ホスピタリティ・ビジネスの基礎教育に関
する研究（共同研究）

研究員 丹治　朋子 ホスピタリティ・ビジネスの基礎教育に関
する研究（共同研究）

研究員 Tammy Wee Eng Ean 都市における貧困問題解決のために、観光
が果たせる役割に関する研究

研究員 野口　洋平 ホスピタリティ・ビジネスの基礎教育に関
する研究（共同研究）

研究員 羽生　敦子
観光巡礼地にみられるコンテンツ・ツーリ
ズムの展開について：ルルド（フランス）
と長崎の事例から

研究員 丸山　宗志 地方都市における産業転換と観光の浸透プ
ロセス

■�2022年度　�
観光研究所所員（所属は観光学部）

■�2022年度　�
観光研究所研究員
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